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(57)【要約】
 正方向と逆方向に交番作用する外力を、１方向に転換
して発電することができ、駆動軸に軸結合したプーリに
ワイヤを巻き取り、ユーザが両手で外力を加えて前記プ
ーリを正逆転させて発電を行うようになるので、発電効
率を高めることができる自己発電装置に関する。このた
め、自己発電装置は、外力によって正方向と逆方向に交
番回転される駆動軸と、前記駆動軸の正方向回転力だけ
を発電軸に伝達する正方向動力伝達部と、前記駆動軸の
逆方向回転力だけを発電軸に伝達する逆方向動力伝達部
と、前記発電軸の１方向回転力を用いて発電する発電機
とを含む。
【選択図】
図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
外力によって正方向と逆方向に交番回転される駆動軸と、
前記駆動軸の正方向回転力だけを、発電軸に伝達する正方向動力伝達部と、
前記駆動軸の逆方向回転力だけを、発電軸に伝達する逆方向動力伝達部と、
前記発電軸の１方向回転力を用いて発電する発電機とを含むことを特徴とする自己発電装
置。 
【請求項２】
前記駆動軸には、プーリが軸結合され、前記駆動軸のプーリに巻き取られたワイヤが交番
的に往復動することによって、前記駆動軸が正方向と逆方向に交番回転されることを特徴
とする請求項１に記載の自己発電装置。 
【請求項３】
前記プーリは、前記駆動軸の中央に軸結合されることを特徴とする請求項２に記載の自己
発電装置。 
【請求項４】
前記駆動軸に垂直な方向に設けられ、一端に第１のベベルギヤが軸結合され、プーリが軸
結合された連動軸を、更に含み、
前記駆動軸の一端には、前記第１のベベルギヤと噛合う第２のベベルギヤが軸結合され、
前記連動軸のプーリに巻き取られたワイヤが交番的に往復動することにより、前記連動軸
が正方向と逆方向に交番回転されて、前記駆動軸が正方向と逆方向に交番回転されること
を特徴とする請求項１に記載の自己発電装置。 
【請求項５】
前記正方向動力伝達部及び前記逆方向動力伝達部のいずれか一方又は両方は、
前記駆動軸の１方向動力だけを伝達するクラッチ駆動部と、
前記クラッチ駆動部の動力を発電軸に伝達する被動部とを備え、
前記クラッチ駆動部は、
前記駆動軸と発電軸のいずれか１つの軸と相対回転自在になるように軸挿入される第１の
円板状ボディーと、
前記第１の円板状ボディーの外周面に形成された第１のスパーギヤと、
前記第１の円板状ボディーの一側面に同心軸上に形成された第１の円状段差溝と、
前記第１の円状段差溝の内周面に、１方向回転運動だけを伝達するように１方向に形成さ
れる第１のラッチギヤと、
前記第１のラッチギヤと噛合うように、前記第１の円板状ボディーが軸挿入した軸に軸結
合された第１のラッチとを備え、
前記被動部は、前記駆動軸と発電軸の他の１つの軸に軸結合され、前記第１のスパーギヤ
と噛合う第２のスパーギヤを備え、
前記第１のラッチギヤ及び第１のラッチは、正方向動力伝達部に適用される場合は、正方
向にのみ駆動力が伝達されるように形成され、
前記第１のラッチギヤ及び第１のラッチは、逆方向動力駆動部に適用される場合は、逆方
向にのみ駆動力が伝達されるように形成されることを特徴とする請求項１乃至４のいずれ
か１項に記載の自己発電装置。 
【請求項６】
前記正方向動力伝達部及び前記逆方向動力伝達部のいずれか一方又は両方は、
前記駆動軸の１方向動力だけを伝達するクラッチ駆動部と、
前記クラッチ駆動部の動力を、ベルトによって前記発電軸に伝達する被動部とを備え、
前記クラッチ駆動部は、
前記駆動軸と発電軸のいずれか１つの軸と相対回転自在になるように軸挿入される第３の
円板状ボディーと、
前記第３の円板状ボディーの一側面に同心軸上に形成された第３の円状段差溝と、
前記第３の円状段差溝の内周面に形成された第３のラッチギヤと、
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前記第３のラッチギヤと噛合うように、前記第３の円板状ボディーが軸挿入した軸に軸結
合された第３のラッチとを備え、
前記被動部は、前記駆動軸と発電軸の他の１つの軸に軸結合され、前記第３の円板状ボデ
ィーにベルトによって連結される第４の円板状ボディーを備え、
前記第３のラッチギヤ及び第３のラッチは、正方向動力伝達部に適用される場合は、正方
向にのみ駆動力が伝達されるように形成され、
前記第３のラッチギヤ及び第３のラッチは、逆方向動力伝達部に適用される場合は、逆方
向にのみ駆動力が伝達されるように形成されることを特徴とする請求項１に記載の自己発
電装置。 
【請求項７】
前記発電軸に軸結合された少なくとも１つのフライホイールを、更に含むことを特徴とす
る請求項１に記載の自己発電装置。 
【請求項８】
前記発電機で発電された電気エネルギーを貯蔵する充電池を、更に含むことを特徴とする
請求項１に記載の自己発電装置。 
【請求項９】
前記駆動軸の両端及び前記発電軸の両端をそれぞれ回転自在に支持し、前記発電機を内蔵
する筐体を、更に含むことを特徴とする請求項１に記載の自己発電装置。 
【請求項１０】
前記駆動軸には、プーリが軸結合され、前記駆動軸と前記発電軸は、相互平行に配列され
るように形成されることを特徴とする請求項９に記載の自己発電装置。 

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、自己発電装置に関し、より詳しくは、正方向と逆方向で交番作用する外力を、
１方向に転換して発電することができ、駆動軸に軸結合したプーリにワイヤを巻き取り、
ユーザが両手で外力を加えて前記プーリを正逆転させて発電を行うことになるので、発電
効率を高めることができる自己発電装置に関する。 
【背景技術】
【０００２】
一般に、電気は、産業社会の主要エネルギー源として使われているが、化石エネルギーの
枯渇によって、近年は、太陽光発電、風力発電、潮力発電など、様々な代替発電施設に投
資と開発が急速に進行されている。 
【０００３】
一方、発電施設で生産された電気は、電力ケーブルを介して、家庭用及び産業用装置や製
品に供給されて、エネルギー源として使われているが、小規模の家電製品や生活用品のよ
うに、携帯性や活動性が要求される多くの製品は、１次電池や２次電池のようなバッテリ
ーを備えて、電源として使っている。 
【０００４】
しかし、バッテリーは、その使用時間に制限があるので、電源が放電されると、再度充電
して使わなければならず、また、移動中又は野外では充電できないという不都合があった
。 
【０００５】
このような問題点を解決するための方案として、近年には、様々な自己発電装置が開発さ
れて、非常時に必要な電源を充電して使用するようになっており、特に、健康に対する関
心が高めることで、各種のスポーツやレジャー活動だけでなく、各種の運動器具を用いて
発電できるようにした自己発電装置が開発されている。 
【０００６】
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しかし、従来の自己発電装置は、ランニングマシン、ラットプルダウン、振子運動機など
のように、１場所に固定設置されているので、携帯性が落ち、ユーザが持ち歩きながら、
必要時に発電できないという問題点があった。 
【０００７】
また、従来の自己発電装置が携帯可能に構成されていても、発電効率が落ち、発電量が少
ないため、ユーザが所望する分の電気を発生し難いという問題点があった。 
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】公開特許公報第10-2013-0068347号(2013.06.26)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
前記従来技術による問題点を解決するための本発明の目的は、正方向と逆方向で交番作用
する外力を、１方向に転換して発電することができ、駆動軸に軸結合したプーリにワイヤ
を巻き取り、ユーザが両手で外力を加えて前記プーリを正逆転させて発電を行うので、発
電効率を高めることができる自己発電装置を提供することにある。 
【課題を解決するための手段】
【００１０】
前記技術的課題を解決するための本発明の自己発電装置は、外力によって正方向と逆方向
に交番回転される駆動軸と、前記駆動軸の正方向回転力だけを、発電軸に伝達する正方向
動力伝達部と、前記駆動軸の逆方向回転力だけを、発電軸に伝達する逆方向動力伝達部と
、前記発電軸の１方向回転力を用いて発電する発電機とを含む。 
【００１１】
前記駆動軸には、プーリが軸結合され、前記駆動軸のプーリに巻き取られたワイヤが交番
的に往復動することによって、前記駆動軸が正方向と逆方向に交番回転される。 
【００１２】
前記プーリは、前記駆動軸の中央に軸結合される。 
【００１３】
前記駆動軸に垂直な方向に設けられ、一端に第１のベベルギヤが軸結合され、プーリが軸
結合された連動軸を、更に含み、前記駆動軸の一端には、前記第１のベベルギヤと噛合う
う第２のベベルギヤが軸結合され、前記連動軸のプーリに巻き取られたワイヤが交番的に
往復動することにより、前記連動軸が正方向と逆方向に交番回転されて、前記駆動軸が正
方向と逆方向に交番回転される。 
【００１４】
前記正方向動力伝達部及び前記逆方向動力伝達部のいずれか一方又は両方は、前記駆動軸
の１方向動力だけを伝達するクラッチ駆動部と、前記クラッチ駆動部の動力を発電軸に伝
達する被動部とを備え、前記クラッチ駆動部は、前記駆動軸と発電軸のいずれか１つの軸
と相対回転自在になるように軸挿入される第１の円板状ボディーと、前記第１の円板状ボ
ディーの外周面に形成された第１のスパーギヤと、前記第１の円板状ボディーの一側面に
同心軸上に形成された第１の円状段差溝と、前記第１の円状段差溝の内周面に、１方向回
転運動だけを伝達するように１方向に形成される第１のラッチギヤと、前記第１のラッチ
ギヤと噛合うように、前記第１の円板状ボディーが軸挿入した軸に軸結合された第１のラ
ッチとを備え、前記被動部は、前記駆動軸と発電軸の他の１つの軸に軸結合され、前記第
１のスパーギヤと噛合う第２のスパーギヤを備え、前記第１のラッチギヤ及び第１のラッ
チは、正方向動力伝達部に適用される場合は、正方向にのみ駆動力が伝達されるように形
成され、前記第１のラッチギヤ及び第１のラッチは、逆方向動力駆動部に適用される場合
は、逆方向にのみ駆動力が伝達されるように形成される。 
【００１５】
前記正方向動力伝達部及び前記逆方向動力伝達部のいずれか一方又は両方は、前記駆動軸



(5) JP 2017-515451 A 2017.6.8

10

20

30

40

50

の１方向動力だけを伝達するクラッチ駆動部と、前記クラッチ駆動部の動力を、ベルトに
よって前記発電軸に伝達する被動部とを備え、前記クラッチ駆動部は、前記駆動軸と発電
軸のいずれか１つの軸と相対回転自在になるように軸挿入される第３の円板状ボディーと
、前記第３の円板状ボディーの一側面に同心軸上に形成された第３の円状段差溝と、前記
第３の円状段差溝の内周面に形成された第３のラッチギヤと、前記第３のラッチギヤと噛
合うように、前記第３の円板状ボディーが軸挿入した軸に軸結合された第３のラッチとを
備え、前記被動部は、前記駆動軸と発電軸の他の１つの軸に軸結合され、前記第３の円板
状ボディーにベルトによって連結される第４の円板状ボディーを備え、前記第３のラッチ
ギヤ及び第３のラッチは、正方向動力伝達部に適用される場合は、正方向にのみ駆動力が
伝達されるように形成され、前記第３のラッチギヤ及び第３のラッチは、逆方向動力伝達
部に適用される場合は、逆方向にのみ駆動力が伝達されるように形成される。 
【００１６】
前記発電軸に軸結合された少なくとも１つのフライホイールを、更に含む。 
【００１７】
前記発電機で発電された電気エネルギーを貯蔵する充電池を、更に含む。
【００１８】
前記駆動軸の両端及び前記発電軸の両端をそれぞれ回転自在に支持し、前記発電機を内蔵
する筐体を、更に含む。 
【００１９】
前記駆動軸には、プーリが軸結合され、前記駆動軸と前記発電軸は、相互平行に配列され
るように形成される。 
【発明の効果】
【００２０】
本発明によると、正方向と逆方向で交番作用する外力を、１方向に転換して発電すること
ができる。 
【００２１】
また、駆動軸に軸結合したプーリにワイヤを巻き取り、ユーザが両手で外力を加えて前記
プーリを正逆転させて発電を行うので、効率的な発電が可能となり、様々な運動に相まっ
て自己発電を行うことができる。 
【００２２】
更に、フライホイールを設けることで、発電効率をより高めることができる。 
【００２３】
なお、充電池を設けることにより、発電機で発電した電気エネルギーを貯蔵して、必要時
に使用することができる。 
【００２４】
また、筐体の中央にプーリが位置され、対称形に設けられることによって、ユーザがワイ
ヤに外力を加えるとき、装置が過度に揺れることなく、発電することができる。 
【００２５】
更に、筐体のある地点に設けられた牽引リングを用いて、装置を樹木などのように固定し
た位置に配設した状態で、発電が可能である。 
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、本発明の一実施例による自己発電装置を示す斜視図である。
【図２】図２は、本発明の一実施例による自己発電装置の内部を示す斜視図である。
【図３】図３は、本発明の一実施例による自己発電装置を示す分解斜視図である。
【図４】図４は、本発明の一実施例による自己発電装置の正方向動力伝達部回転ユニット
を拡大して示す斜視図である。
【図５】図５は、本発明の一実施例による自己発電装置の逆方向動力伝達部回転ユニット
を拡大して示す斜視図である。
【図６】図６は、本発明の他の一実施例による自己発電装置を示す斜視図である。
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【図７】図７は、本発明の他の一実施例による自己発電装置の内部を示す斜視図である。
【図８】図８は、本発明の他の一実施例による自己発電装置の内部を示す正面図である。
【図９】図９は、本発明の他の一実施例による自己発電装置を樹木に配設した状態を示す
写真である。
【図１０】図１０は、本発明の他の一実施例による自己発電装置を用いて発電する運動過
程を示す写真である。
【図１１】図１１は、本発明の他の一実施例による自己発電装置を用いて発電する様々な
運動形態を示す写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
本発明は、その技術的思想又は主要な特徴から逸脱することなく、他の様々な形態で実施
することができる。そこで、本発明の実施例は、あらゆる点で単に例示に過ぎず、限定的
に解析してはいけない。
【００２８】
図１は、本発明の一実施例による自己発電装置を示す斜視図であり、図２は、本発明の一
実施例による自己発電装置の内部を示す斜視図であり、図３は、本発明の一実施例による
自己発電装置を示す分解斜視図であり、図４は、本発明の一実施例による自己発電装置の
逆方向動力伝達部回転ユニットを拡大して示す斜視図であり、図５は、本発明の一実施例
による自己発電装置の正方向動力伝達部回転ユニットを拡大して示す斜視図である。 
【００２９】
図１乃至図５を参照して、本発明の一実施例による自己発電装置について説明する。 
【００３０】
本実施例の自己発電装置は、図１乃至図５に示しているように、駆動軸１００と、発電軸
２００と、発電機３００と、動力伝達部４００と、充電池６００と、筐体７００とを含む
。 
【００３１】
まず、前記駆動軸１００について、説明する。 
【００３２】
前記駆動軸１００は、電気を発生させるための駆動力を、前記発電軸２００に伝達する軸
であって、ユーザが提供する外力によって、正方向と逆方向に交番回転される。 
【００３３】
具体的に、図２に示しているように、前記駆動軸１００の中央側には、プーリ(Ｐ)が軸結
合して固定され、前記プーリ(Ｐ)には、ワイヤ(Ｗ)が巻き取られる。 
【００３４】
図９及び図１０に示しているように、ユーザは、前記ワイヤ(Ｗ)の両端を引っ張って維持
した状態で、前記ワイヤ(Ｗ)の一端を引っ張って前記プーリ(Ｐ)を正方向に回転させた後
、前記ワイヤ(Ｗ)の他端を引っ張って前記プーリ(Ｐ)を逆方向に回転させ、このように、
前記プーリ(Ｐ)が正方向及び逆方向に交番回転することによって、前記駆動軸１００が正
方向及び逆方向に交番回転することになる。 
【００３５】
一方、前記ワイヤ(Ｗ)と当接する前記プーリ(Ｐ)の溝部には、前記ワイヤ(Ｗ)との摩擦力
を増えるために、サンドブラストなどのような表面処理となるか、摩擦力増大用突起を設
けることができる。 
【００３６】
次に、前記発電軸２００及び発電機３００について、説明する。 
【００３７】
前記発電軸２００は、前記駆動軸１００の交番回転力を、前記動力伝達部４００を介して
伝達されて、１方向にのみ回転する軸であって、前記駆動軸１００と前記発電軸２００は
、相互平行に配列され、前記動力伝達部４００は、前記駆動軸１００の交番回転力を１方
向回転力に転換して、前記発電軸２００に伝達し、また、前記動力伝達部４００について
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は、後述することにする。 
【００３８】
前記発電軸２００の１方向回転力を用いて発電する発電機３００が設けられ、前記発電機
３００は、増速発電機として設けることができ、このために、減速モータが逆に作動する
ようになる。 
【００３９】
すなわち、前記発電軸２００の１方向回転力で前記減速モータの軸を回転して、電気を発
生させる。 
【００４０】
前記減速モータには、減速機が設けられているので、発電機３００として減速モータを用
いると、ユーザの人力による発電軸２００の回転速度よりも早い速度でモータを回転する
ことができ、これによって、発電が行われる。 
【００４１】
例えば、２４Ｖ、２５０Ｗ減速モータ(減速比９.７７８:１)の場合、発電軸２００の回転
速度が２３０ＲＰＭになると、１４Ｖ、１.５Аの電気が発生し、４５０ＲＰＭになると
、２８Ｖ、２Аの電気が発生する。 
【００４２】
また、２４Ｖ、３５０Ｗ減速モータ(減速比９.７７８:１)の場合、発電軸２００の回転速
度が２３０ＲＰＭになると、１４Ｖ、２Аの電気が発生し、４５０ＲＰＭになると、２８
Ｖ、４Аの電気が発生する。 
【００４３】
また、３６Ｖ、３５０Ｗ減速モータ(減速比９.７７８:１)の場合、発電軸２００の回転速
度が１５０ＲＰＭになると、１４Ｖ、２Аの電気が発生し、３００ＲＰＭになると、２８
Ｖ、４Аの電気が発生する。 
【００４４】
上述したように、前記減速モータは、発電軸２００の１方向回転力を用いて、電気を発生
させることができる。 
【００４５】
一方、前記発電機３００で発電した電気エネルギーを貯蔵するための充電池６００を設け
ることができる。 
【００４６】
前記充電池６００は、前記発電機３００で発生した電気エネルギーを貯蔵して、ユーザが
電気エネルギーを必要とする時点に提供することができ、例えば、前記充電池６００は、
２次電池で構成される。 
【００４７】
次に、前記動力伝達部４００について、説明する。 
【００４８】
前記動力伝達部４００は、前記駆動軸１００の交番回転力を１方向回転力に転換して、前
記発電軸２００へ伝達するものであって、正方向動力伝達部４１０と、逆方向動力伝達部
４２０とを含む。 
【００４９】
前記正方向動力伝達部４１０は、前記駆動軸１００の正方向回転力だけを前記発電軸２０
０に伝達し、前記逆方向動力伝達部４２０は、前記駆動軸１００の逆方向回転力だけを前
記発電軸２００に伝達する。 
【００５０】
前記正方向動力伝達部４１０は、図４に示しているように、前記駆動軸１００の正方向動
力だけを伝達するクラッチ駆動部(А１)と、前記クラッチ駆動部(А１)の動力を発電軸２
００に伝達する被動部(А３)とからなる。 
【００５１】
前記クラッチ駆動部(А１)は、前記駆動軸１００と相対回転自在になるように軸挿入され
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る第１の円板状ボディー(А１－１)と、前記第１の円板状ボディー(А１－１)の外周面に
形成された第１のスパーギヤ(А１－２)と、前記第１の円板状ボディー(А１－１)の一側
面に同心軸上に形成された第１の円状段差溝(А１－３)と、前記第１の円状段差溝(А１
－３)の内周面に正方向回転運動だけを伝達するように１方向に形成される第１のラッチ
ギヤ(А１－４)と、前記第１のラッチギヤ(А１－４)と噛合って、前記第１の円板状ボデ
ィー(А１－１)が軸挿入した軸に軸結合された第１のラッチ(А１－５)とからなる。 
【００５２】
前記被動部(А３)は、前記発電軸２００に軸結合され、前記第１スパーギヤ(А１－２)と
噛み合う第２スパーギヤ(А３－１)からなる。 
【００５３】
そこで、前記駆動軸１００が正方向に回転するに際して、前記第１のラッチ(А１－５)と
前記第１のラッチギヤ(А１－４)とが互いに噛み合った状態となって、前記第１の円板状
ボディー(А１－１)の第１のスパーギヤ(А１－２)が正方向に回転し、前記第１のスパー
ギヤ(А１－２)と噛み合った第２のスパーギヤ(А３－１)によって、前記第２の円板状ボ
ディー(А３－１)が逆方向に回転することになり、発電軸２００が逆方向に回転する。 
【００５４】
前記逆方向動力伝達部４２０は、前記駆動軸１００の逆方向動力だけを伝達するクラッチ
駆動部(Ｂ２)と、前記クラッチ駆動部(Ｂ２)の動力をベルト(ｂｔ)で前記発電軸２００に
伝達する被動部(Ｂ４)とからなる。 
【００５５】
前記クラッチ駆動部(Ｂ２)は、図５に示しているように、前記駆動軸１００と相対回転自
在になるように軸挿入される第３の円板状ボディー(Ｂ２－１)と、前記第３の円板状ボデ
ィー(Ｂ２－１)の一側面に同心軸上に形成された第３の円状段差溝(Ｂ２－２)と、前記第
３の円状段差溝(Ｂ２－２)の内周面に逆方向回転運動だけを伝達するように１方向に形成
される第３のラッチギヤ(Ｂ２－３)と、前記第３のラッチギヤ(Ｂ２－３)と噛合うように
、前記第３の円板状ボディー(Ｂ２－１)が軸挿入した軸に軸結合された第３のラッチ(Ｂ
２－４)とを含む。 
【００５６】
前記被動部(Ｂ４)は、前記発電軸２００に軸結合され、前記第３の円板状ボディー(Ｂ２
－１)と、ベルト(ｂｔ)で連結される第４の円板状ボディー(Ｂ４－１)からなる。 
【００５７】
そこで、前記駆動軸１００が逆方向に回転するとき、前記第３のラッチ(Ｂ２－４)と前記
第３のラッチギヤ(Ｂ２－３)とが互いに噛合った状態となって、前記第３の円板状ボディ
ー(Ｂ２－１)が逆方向に回転し、これにより、前記ベルト(ｂｔ)が逆方向に回転し、前記
ベルト(ｂｔ)が逆方向に回転されることによって、前記第４の円板状ボディー(Ｂ４－１)
が逆方向に回転することになる。 
【００５８】
上述したように、前記駆動軸１００の正方向回転時には、前記正方向動力伝達部４１０に
より、前記発電軸２００が逆方向に回転し、前記駆動軸１００の逆方向回転時には、前記
逆方向動力伝達部４２０により、前記発電軸２００が逆方向に回転することになって、前
記発電軸２００は、持続的に１方向(逆方向)に回転することになる。 
【００５９】
上述した正方向動力伝達部４１０と逆方向動力伝達部４２０とは、１方向にのみ動力が伝
達され、反対方向には動力が伝達しないようにする、通常のワンウェイクラッチ(one way
 clutch)やワンウェイベアリング(one way bearing)であって、前記正方向動力伝達部４
１０が、第１のスパーギヤ(А１－２)と第２のスパーギヤ(А３－１)によって動力が伝達
され、前記逆方向動力伝達部４２０がベルト(ｂｔ)によって動力が伝達される構成につい
て例示したが、様々な形態のワンウェイクラッチやワンウェイベアリングが、前記正方向
動力伝達部４１０と逆方向動力伝達部４２０に適用されることは、言うまでもない。
【００６０】
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すなわち、前記第１のラッチギヤ(А１－４)及び第１のラッチ(А１－５)が、駆動軸１０
０の正方向回転力だけを発電軸２００に伝達するように形成されると、正方向動力伝達部
４１０への適用が可能であり、前記第１のラッチギヤ(А１－４)及び第１のラッチ(А１
－５)が、駆動軸１００の逆方向回転力だけを発電軸２００に伝達するように形成される
と、逆方向動力伝達部４２０への適用が可能であり、これにより、様々な形態のワンウェ
イクラッチやワンウェイベアリングが適用可能である。
【００６１】
一方、前記発電軸２００には、少なくとも１つのフライホイール(ｆ)が軸結合されること
ができ、前記フライホイール(ｆ)は、慣性力によって、より効果的な発電が行われる。 
【００６２】
次に、前記筐体７００について、説明する。 
【００６３】
前記筐体７００は、前記駆動軸１００の両端及び前記発電軸２００の両端をそれぞれ回転
自在に支持し、前記駆動軸１００と、発電軸２００と、動力伝達部４００と、発電機３０
０と、充電池６００とを内蔵する。 
【００６４】
具体的に、前記筐体７００は、前記駆動軸１００の両端及び前記発電軸２００の両端をそ
れぞれ回転自在に支持し、前記発電機３００を内蔵するが、前記プーリ(Ｐ)が外部に露出
して、ワイヤ(Ｗ)が巻き取られるように形成される。 
【００６５】
具体的に、前記筐体７００は、前記駆動軸１００の両端及び前記発電軸２００の両端をそ
れぞれ回転自在に支持するために、平行に設けられた上プレート７１０及び下プレート７
２０と、前記上プレート７１０と下プレート７２０との間を連結して閉塞し、前記プーリ
(Ｐ)が外部に露出する露出部７３０аが一側の中央部に形成されたメインボディ７３０と
を含む。 
【００６６】
前記上プレート７１０及び下プレート７２０は、前記駆動軸１００の両端及び前記発電軸
２００の両端をそれぞれ回転自在に支持するために、前記メインボディ７３０の両端に平
行に設けられたプレートである。 
【００６７】
前記メインボディ７３０は、前記上プレート７１０と下プレート７２０との間を連結して
閉塞して、前記駆動軸１００、発電軸２００、動力伝達部４００、発電機３００、及び充
電池６００が収容されるスペースを形成する。 
【００６８】
そこで、ユーザが外部に露出したプーリ(Ｐ)にワイヤ(Ｗ)を巻き取って、発電ができるよ
うになる。 
【００６９】
一方、前記メインボディ７３０の一側には、前記駆動軸１００に軸結合して固定されたプ
ーリ(Ｐ)が外部に露出するように、溝状の露出部７３０аが形成され、前記メインボディ
７３０のある地点には、牽引リング７０１が設けられる。 
【００７０】
一方、前記メインボディ７３０の露出部７３０аの上下面に形成されたホール７３０ｈに
は、駆動軸１００が回転自在になるように支持するベアリング(ｂｒ)が組み立てられる。
 
【００７１】
次に、上述したように構成された自己発電装置の使用例について、説明する。 
【００７２】
まず、筐体７００のメインボディ７３０のある地点に設けられた牽引リング７０１を用い
て、自己発電装置を樹木などのような固定対象物に係止する。この時、前記自己発電装置
を係止するために、図９に示しているように、樹木に紐を巻いた状態で、前記牽引リング
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７０１を係止させる。 
【００７３】
次に、図１０の(а)に示しているように、ユーザが右手でワイヤ(Ｗ)を引っ張ってプーリ
(Ｐ)を正方向回転することにより、駆動軸１００が正方向に回転するようにする。駆動軸
１００が正方向に回転することによって、動力伝達部４００の正方向動力伝達部４１０が
、正方向回転力だけを発電軸２００に伝達することになる。 
【００７４】
次に、図１０の(ｂ)に示しているように、ユーザが左手でワイヤ(Ｗ)を引っ張ってプーリ
(Ｐ)を逆方向回転させることによって、駆動軸１００が逆方向に回転するようにする。駆
動軸１００が逆方向に回転することによって、動力伝達部４００の逆方向動力伝達部４２
０が、逆方向回転力だけを発電軸２００に伝達することになる。 
【００７５】
すなわち、ユーザが右手でワイヤ(Ｗ)を引っ張る場合や、左手でワイヤ(Ｗ)を引っ張る場
合、両方の場合に対して、発電軸２００が逆方向に持続的な回転が可能となり、このよう
な発電軸２００の１方向回転力によって、発電が行われることになる。 
【００７６】
図６は、本発明の他の一実施例による自己発電装置を示す斜視図であり、図７は、本発明
の他の一実施例による自己発電装置の内部を示す斜視図であり、図８は、本発明の他の一
実施例による自己発電装置の内部を示す平面図である。 
【００７７】
図６乃至図８を参照して、本発明の他の一実施例による自己発電装置について説明する。
 
【００７８】
本実施例の自己発電装置は、図６乃至図８に示しているように、駆動軸１００と、発電軸
２００と、発電機３００と、動力伝達部４００と、連動軸５００と、充電池６００と、筐
体７００とを含む。 
【００７９】
一方、前記発電軸２００、発電機３００、動力伝達部４００、充電池６００は、前述した
実施例の自己発電装置と同一・類似しているので具体的な説明を省略し、前記駆動軸１０
０と連動軸５００との連動関係、及び前記筐体７００について説明する。 
【００８０】
本実施例の自己発電装置は、連動軸５００を更に含み、図７に示しているように、前記連
動軸５００の一端には、第１のベベルギヤ(ｂｇ１)が軸結合され、中央部にプーリ(Ｐ)が
軸結合して固定される。 
【００８１】
一方、前記駆動軸１００の一端には、前記第１のベベルギヤ(ｂｇ１)と噛合う第２のベベ
ルギヤ(ｂｇ２)が軸結合して固定される。 
【００８２】
そこで、前記連動軸５００のプーリ(Ｐ)に巻き取られたワイヤ(Ｗ)が交番的に往復動する
ことによって、前記連動軸５００が正方向と逆方向に交番回転して、前記駆動軸１００が
正方向と逆方向に交番回転される。 
【００８３】
一方、前記駆動軸１００の正逆方向交番回転力は、動力伝達部４００を介して、１方向回
転力に転換されて前記発電軸２００に伝達され、前記発電軸２００の１方向回転力によっ
て、前記発電機３００で電気が発生され、発生された電気が前記充電池６００に貯蔵され
る。 
【００８４】
筐体７００'は、前記駆動軸１００の両端、前記発電軸２００の両端、及び前記連動軸５
００の両端をそれぞれ回転自在に支持し、また、前記動力伝達部４００と、発電機３００
と、充電池６００とを内蔵し、前記プーリ(Ｐ)が外部に露出して、ワイヤ(Ｗ)が巻き取ら
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れるように形成される。 
【００８５】
具体的に、前記筐体７００'は、前記動力伝達部４００、発電機３００、及び充電池６０
０が内蔵される略

状のベースボディー７１０'と、前記ベースボディー７１０'の上面一側から延在し、駆動
軸１００の一端と連動軸５００の一端とを内蔵する補助ボディー７２０'と、前記ベース
ボディー７１０'の上面他側から延在し、前記連動軸５００の他端を回転自在に支持する
支持フランジ７３０'とを含む。 
【００８６】
次に、上述したように構成された自己発電装置の使用例について、説明する。 
【００８７】
まず、筐体７００のメインボディ７３０のある地点に設けられた牽引リング７０１を用い
て、自己発電装置を樹木などのような固定対象物に係止させる。この時、前記自己発電装
置を係止するために、図９に示しているように、樹木に紐を巻いた状態で、前記牽引リン
グ７０１が係止されるように配設することができる。 
【００８８】
次に、図１０の(а)に示しているように、ユーザが右手でワイヤ(Ｗ)を引っ張ってプーリ
(Ｐ)を正方向回転することにより、連動軸５００が正方向に回転され、これによって、駆
動軸１００が正方向に回転される。駆動軸１００が正方向に回転することによって、動力
伝達部４００の正方向動力伝達部４１０が、正方向回転力だけを発電軸２００に伝達する
ことになる。 
【００８９】
次に、図１０の(ｂ)に示しているように、ユーザが左手でワイヤ(Ｗ)を引っ張ってプーリ
(Ｐ)を逆方向回転することにより、連動軸５００が逆方向に回転され、これによって、駆
動軸１００が逆方向に回転される。駆動軸１００が逆方向に回転することによって、動力
伝達部４００の逆方向動力伝達部４２０が、逆方向回転力だけを発電軸２００に伝達する
ことになる。 
【００９０】
すなわち、ユーザが右手でワイヤ(Ｗ)を引っ張る場合や、左手でワイヤ(Ｗ)を引っ張る場
合、両方の場合に対して、発電軸２００が逆方向に持続的な回転が可能となって、このよ
うな発電軸２００の１方向回転力によって、発電が行われることになる。 
【００９１】
一方、本発明の１実施例による自己発電装置は、図１１に示しているように、様々な形態
の運動への適用が可能であり、発電を行うと共に、運動が可能であるというメリットがあ
る。 
【００９２】
本発明は、添付の図面を参照して、好適な実施例を中心に記述したが、当業者であれば、
このような記載から本発明の範疇を逸脱することなく、様々で自明な変形が可能であると
は、明らかである。そこで、本発明の範疇は、このような多くの変形例を含むように記述
された請求の範囲によって解析されるべきである。



(12) JP 2017-515451 A 2017.6.8

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(13) JP 2017-515451 A 2017.6.8

【図５】 【図６】
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